
新
旧
対
照
表 

○
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号
） 

改
正
後 

改
正
前 

（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
八
項
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
（
市
町
村

立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条

に
規
定
す
る
職
員
を
含
む
。
第
六
十
一
条
第
三
項
第
六
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
懲

戒
そ
の
他
そ
の
意
に
反
す
る
不
利
益
な
処
分
（
以
下
「
処
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の

審
査
請
求
の
手
続
及
び
審
査
の
結
果
と
る
べ
き
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
八
項
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
（
市
町
村

立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条

に
規
定
す
る
職
員
を
含
む
。
第
六
十
一
条
第
二
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
懲
戒
そ
の

他
そ
の
意
に
反
す
る
不
利
益
な
処
分
（
以
下
「
処
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
審
査
請

求
の
手
続
及
び
審
査
の
結
果
と
る
べ
き
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

（
審
査
請
求
書
） 

（
審
査
請
求
書
） 

第
四
条 

審
査
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条 

審
査
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
審
査
請
求
人
が
記
名

押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

審
査
請
求
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
並
び
に
審
査
請
求
人
が
現
に
職
員
で
あ

る
場
合
は
、
そ
の
職
名
及
び
所
属
部
局 

一 

（
同
上
） 

二 

審
査
請
求
人
の
処
分
を
受
け
た
当
時
の
職
名
及
び
所
属
部
局 

二 

（
同
上
） 

三 

処
分
者
の
職
及
び
氏
名 

三 

（
同
上
） 

四 

処
分
の
内
容
及
び
年
月
日 

四 

（
同
上
） 

五 

処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
年
月
日 

五 

（
同
上
） 

六 

処
分
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
年
月
日
（
処
分
説
明
書
が
交
付
さ
れ
な
か
っ
た
と
き

は
、
そ
の
経
緯
） 

六 

（
同
上
） 

七 

審
査
請
求
の
趣
旨 

七 

（
同
上
） 

八 

処
分
に
対
す
る
不
服
の
具
体
的
な
理
由 

八 

（
同
上
） 

九 

口
頭
審
理
を
請
求
す
る
か
又
は
書
面
審
理
を
請
求
す
る
か
の
別
及
び
口
頭
審
理
を
請

求
す
る
場
合
は
、
公
開
又
は
非
公
開
の
別 
九 

（
同
上
） 

十 

審
査
請
求
の
年
月
日 
十 

（
同
上
） 

２ 

審
査
請
求
人
が
代
理
人
に
よ
っ
て
審
査
請
求
を
す
る
と
き
は
、
審
査
請
求
書
に
前
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
審
査
請
求
を
す
る
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 
審
査
請
求
人
が
代
理
人
に
よ
っ
て
審
査
請
求
を
す
る
と
き
は
、
審
査
請
求
書
に
前
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
審
査
請
求
を
す
る
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
、
審
査

請
求
人
の
記
名
押
印
に
代
え
て
当
該
代
理
人
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

  

３ 

（
略
） 



（
証
人
の
宣
誓
） 

（
証
人
の
宣
誓
） 

第
四
十
五
条 

（
略
） 

第
四
十
五
条 

（
略
） 

２ 
宣
誓
は
、
証
人
が
宣
誓
書
を
朗
読
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
署
名
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

宣
誓
は
、
証
人
が
宣
誓
書
を
朗
読
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
署
名
押
印
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

（
口
述
書
の
提
出
要
求
） 

（
口
述
書
の
提
出
要
求
） 

第
五
十
条 

（
略
） 

第
五
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

口
述
書
に
は
、
第
四
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
容
を
記
載
し
、
証
人
が
こ
れ
に
署

名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

口
述
書
に
は
、
第
四
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
容
を
記
載
し
、
証
人
が
こ
れ
に
署

名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 

（
調
書
） 

（
調
書
） 

第
六
十
一
条 

（
略
） 

第
六
十
一
条 

（
略
） 

２ 

人
事
委
員
会
は
、
口
頭
審
理
調
書
、
準
備
手
続
調
書
及
び
審
尋
調
書
を
そ
れ
ぞ
れ
審
理

を
行
っ
た
日
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

人
事
委
員
会
は
、
口
頭
審
理
調
書
、
準
備
手
続
調
書
及
び
審
尋
調
書
を
そ
れ
ぞ
れ
審
理

を
行
っ
た
日
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
し
、
当
該
調
書
に
は
当
該
審
理
を
行
っ
た
委
員
等

及
び
当
該
調
書
を
作
成
し
た
職
員
が
記
名
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

口
頭
審
理
調
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

口
頭
審
理
調
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

事
案
の
表
示 

一 

（
同
上
） 

二 

審
理
に
出
席
し
た
当
事
者
及
び
代
理
人
の
氏
名 

二 

（
同
上
） 

三 

審
理
の
場
所
及
び
年
月
日 

三 

（
同
上
） 

四 

審
理
の
公
開
又
は
非
公
開
の
別 

四 

（
同
上
） 

五 

審
理
の
内
容
の
概
要 

五 

（
同
上
） 

六 

審
理
を
行
っ
た
委
員
等
及
び
口
頭
審
理
調
書
を
作
成
し
た
職
員
の
氏
名 

（
新
設
） 

七 

証
人
等
の
尋
問
及
び
検
証
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
記
録
（
証
人
の
尋
問
に
お
い

て
第
四
十
九
条
第
一
項
の
措
置
を
と
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
） 
六 

（
同
上
） 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項 
七 

（
同
上
） 

４
～
５ 

（
略
） 

４
～
５ 

（
略
） 

 
 

（
裁
決
書
） 

（
裁
決
書
） 

第
六
十
四
条 

裁
決
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
十
四
条 
裁
決
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
人
事
委
員
会
の
委
員

全
員
が
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

主
文 

一 

（
同
上
） 

二 

事
実
及
び
理
由 

二 

（
同
上
） 



三 

裁
決
の
日
付 

三 

（
同
上
） 

四 

人
事
委
員
会
の
委
員
全
員
の
氏
名 

 

（
新
設
） 

（
再
審
の
請
求
の
方
法
） 

（
再
審
の
請
求
の
方
法
） 

第
七
十
条 
再
審
の
請
求
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
再
審
請
求
書
を
人
事

委
員
会
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
十
条 

再
審
の
請
求
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
再
審
請
求
人
が
記
名

押
印
し
た
再
審
請
求
書
を
人
事
委
員
会
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

再
審
を
請
求
す
る
当
事
者
（
以
下
「
再
審
請
求
人
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
、
住
所
及

び
生
年
月
日
並
び
に
再
審
請
求
人
が
現
に
職
員
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
職
名
及
び
所
属

部
局 

一 

再
審
請
求
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
並
び
に
再
審
請
求
人
が
現
に
職
員
で
あ

る
場
合
は
、
そ
の
職
名
及
び
所
属
部
局 

二 

裁
決
の
内
容
及
び
時
期 

二 

（
同
上
） 

三 

再
審
を
請
求
す
る
理
由 

三 

（
同
上
） 

四 

第
六
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
年
月
日 

四 

（
同
上
） 

五 

再
審
の
請
求
の
年
月
日 

五 

（
同
上
） 

２ 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

（
書
面
の
提
出
） 

（
書
面
の
提
出
） 

第
七
十
六
条 

当
事
者
は
、
こ
の
規
則
に
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
規
定
に

よ
り
人
事
委
員
会
に
対
し
、
請
求
、
申
立
て
、
届
出
等
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
書
面

に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
十
六
条 

（
同
上
） 

２ 

当
事
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
人
事
委
員
会
に
提
出
す
る
書
面
を
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
書
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
処
分
説
明
書

の
写
し
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
代
理
人
の
資
格
を
証
明
す
る
書
面 

一 

（
同
上
） 

二 

第
九
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
人
の
地
位
を
承
継
し
た
旨
の
届
出
書

（
同
項
後
段
の
書
面
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
人
の
地

位
を
承
継
し
な
い
旨
の
申
出
書 

二 

（
同
上
） 

三 

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
取
下
げ
の
申
出
書 
三 

（
同
上
） 

四 

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
併
合
に
係
る
審
査
請
求
人
の
代
表
者
の
選
任
又
は

解
任
に
係
る
届
出
書
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
代
表
者
の
辞
任
に
係
る
届
出
書
及

び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
代
表
者
の
死
亡
に
係
る
届
出
書 

四 

（
同
上
） 

五 

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
代
理
人
の
選
任
又
は
解
任
に
係
る
届
出
書
（
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
を
含
む
。
） 

五 

（
同
上
） 

六 

第
三
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
証
拠
資
料
及
び
そ
の
写
し 

六 

（
同
上
） 

七 

第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
証
人
の
欠
席
の
届
出
書 

七 

（
同
上
） 

八 

第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
審
請
求
書
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
料 

八 

（
同
上
） 



 
 

３ 
（
略
） 

３ 

（
略
） 

（
削
る
。
） 

４ 

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
（
同
項
第
一
号
の
処
分
説
明
書
の
写
し
、
同
項
第
六
号
の

証
拠
資
料
及
び
そ
の
写
し
並
び
に
同
項
第
八
号
の
資
料
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
書
面
を

作
成
し
た
者
が
こ
れ
に
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

当
事
者
が
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
人
事
委
員
会
に
提
出
す
る
書
面
の
部
数
は
、
人
事

委
員
会
が
別
に
指
示
す
る
場
合
を
除
き
、
相
手
方
当
事
者
の
数
に
一
を
加
え
た
数
と
す
る
。
５ 

（
同
上
） 

５ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
人

事
委
員
会
に
送
信
し
た
書
面
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
、
当
該
書
面
の
写
し
を
相
手
方
当
事

者
に
直
接
送
付
す
れ
ば
足
り
る
。 

６ 

（
同
上
） 

６ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
送
付
を
受
け
た
相
手
方
当
事
者
は
、
受
領
書
を
当
該
書
面

を
送
付
し
た
当
事
者
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
受
領
書
の
写
し
を
人
事
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

（
同
上
） 

        


